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はじめまして
共済組合です

鳥取県市町村職員共済組合

　第３５回全日本トライアスロン皆
生大会！　一緒にこの大会を盛り上
げませんか？
　　　　     6ページに関連記事

我
が
ま
ち
の
自
慢

地域が熱くなる１日！
　　　　　　　（米子市）



鳥取中部ふるさと
広域連合

境港市役所

智頭町役場

伯耆町役場

フレッシュマン
紹介!

この度、新規採用になられた
方々を一部紹介させて
いただきます。

　平成27年度が始まり、みなさんの職場では
ニューフェイスを迎えたり、異動等により顔ぶれも
新しくなったり、春の到来とともに職場も
活気づいていることと思います。
　さて、共済組合では新しく組合員となられた皆さまに、
これからの長い公務員人生を健やかに、
生き生きとお送りいただくため、
「共済組合」の概要をご案内します。

共済組合制度

の目的

　共済組合制度は、相互救済によって組合員およ
びその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与する
とともに、組合員が安心し
て公務に精励できるよう
にすることを目的とした
制度です。

2平成27 年（2015） 4 月

湯梨浜町役場

岩美病院

組合会
（議決機関）

理事長・理事
（執行機関）

監　事
（監査機関）

保健事業

貯金事業

貸付事業

物資事業

宿泊事業

市町村長側から10名
職員側から10名
　職　　　務
・定款の変更
・事業計画、予算および決算
　などを審議、議決します。

市町村長側議員から1名
職員側議員から1名
学識経験者1名
　職　　　務
・会計その他業務全般にわ
　たる監査を行います。

　組合員やその家族（被扶養者）の、公務外の病気、ケガ、出産、死亡、休業、または
災害に対して、必要な給付を行い、医療費やその他の不時の支出を助け、生活を守
るのが短期給付です。

　組合員であった人が老後を心配なく暮らせるように、あるいは障害で働けなくな
ったときや、組合員の死亡によって残された家族の生活が困らないように、相互救
済の理念によって給付を行い、生活を保障しようというのが長期給付です。

　組合員とその家族の福祉と健康を増進させるため、病気予
防のための健康診断、保養施設の運営、スポーツ大会の開催、
積立貯金、住宅資金等の貸付けなどを行っています。

短期給付事業

長期給付事業

福 祉 事 業

市町村長側議員から3名
職員側議員から3名
　職　　　務
・理事長は組合を代表し、
　その業務を執行します。
・理事は理事長を補佐して
　組合業務を執行します。

総務課

年金課

保険課

福祉課

渓泉閣

弓ケ浜荘

ホープスターとっとり

施設関係対策室

鳥
取
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合

事
業
の
概
要

運
営
機
関

事
務
局

事
務
局
長

施
設
長

庶務に関する事
掛金・負担金に関する事
経理に関する事

年金に関する事

医療給付に関する事
組合員、被扶養者の
資格認定に関する事

保健、貯金、貸付、
物資事業に関する事
宿泊施設に関する事
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O v e r v i e w s

１０月２日(金)
ライフプランセミナー

（３０歳～４０歳代）
渓泉閣

１０月１６日(金)
ライフプランセミナー（５０歳代）
渓泉閣

１１月頃 ライフプランセミナー
（退職準備型）
ホープスターとっとり、渓泉閣、弓ヶ浜荘

１０月２８日（水）
スポーツ大会検討委員会

（組合会議員・事務改善研究委員）
渓泉閣

９月26日（土）

健康ウォーク健康ウォーク

１１月
（チラシ配布９月）

医薬品の配布医薬品の配布

ライフプランセミナーライフプランセミナー
❶３０歳～４０歳代
　１０月２日（金)：渓泉閣
❷5０歳代
　１０月16日(金)：渓泉閣
❸退職準備型　１1月頃
　ホープスターとっとり、
　渓泉閣、弓ヶ浜荘

９月～１１月
組合による直接調査

鳥取市及び西部地区町村関係

貸付実態調査貸付実態調査

12月 1月
2016 2月 3月11月10月

家庭用常備薬、健康器具
などを安価であっせんし
ます。

日頃の運動不足解消の
ため、ぜひご参加を。

住宅貸付を借り入れ、平成22年度に
宅地を購入、または平成26年度に住
宅を新築・購入、もしくは増改築した方
が対象となります。

健康や家族経済などについて、
年代別にわかりやすく説明します。

4平成27 年（2015） 4 月 4平成27 年（2015） 4 月

４月27日（月）
スポーツ大会
代表実行委員会
渓泉閣 ５月１５日（金）

メンタルヘルス管理者、
所属所内産業保健
スタッフ研修会：渓泉閣

６月３日（水）
スポーツ大会代表実行委員会(抽選会)：渓泉閣

7月4日（土）
スポーツ大会
（ソフトバレーボール大会）

５月２９日（金）
メンタルヘルス管理監督者等研修会
渓泉閣

H27年度福祉事業H27年度福祉事業

新年度がはじまりました。今年度も共済組合（互助会）では、組合員（会員）と
その家族の健康保持・増進をはかるための各種事業を行います。
皆さんふるってご参加ください。

７月１６日（木）【東部】
メンタルヘルス
一般職員研修会
ホープスターとっとり

７月２３日（木）【西部】
メンタルヘルス一般職員研修会
弓ヶ浜荘

９月１１日（金）：渓泉閣

ヘルスアップ
セミナー
ヘルスアップ
セミナー

４月上旬に配布
ストレス解消と健康増進に

宿泊保養施設
利用券

宿泊保養施設
利用券

新入組合員セミナー
5月20日（水）
ホープスターとっとり

4月 5月 6月 7月 8月 9月

７月（調査票送付）

被扶養者の
資格調査
被扶養者の
資格調査

ソフトバレーボール大会
７月４日（土）

今年度はレクリエーション系
競技です。多くのみなさんの
参加をお待ちしています。

スポーツ大会スポーツ大会

健康づくりについて
一緒に考えてみま
　せんか。

5回券を配付します。
有効的に活用しましょう。
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米子市

第３５回全日本トライアスロン皆生大会

　
こ
の
皆
生
大
会
に
は
、
毎
年
４
０
０
０
名
も
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
参
加
が
あ
り
、
炎
天
下
に
も
関
わ
ら
ず
大
会
と
選
手
を
支

え
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ャ
ー
ズ
ス
ト
リ
ー
ト
（
ゴ
ー
ル
手
前
２

０
０
ｍ
）
を
、
大
切
な
方
と
一
緒
に
走
っ
て
ゴ
ー
ル
す
る
と
い

う
皆
生
大
会
の
名
物
も
、
大
会
を
行
っ
て
い
く
過
程
で
観
衆
の

中
か
ら
自
然
に
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
そ
ん
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
の
方
の
目
線
か

ら
大
会
を
紹
介
し
ま
す
。

日時／平成２７年７月１９日（日）
場所／米子市・境港市・大山町・
　　　　伯耆町・南部町・日吉津村

6平成27 年（2015） 4 月 6平成27 年（2015） 4 月

　
全
日
本
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
皆
生

大
会
（
以
下
、
大
会
）
に
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
、
選
手
な
ど

様
々
な
形
で
関
わ
っ
て
お
ら
れ
る

板
井
さ
ん
。

　
そ
ん
な
板
井
さ
ん
に
、
大
会
や

地
域
の
魅
力
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

や
り
が
い
な
ど
を
お
聞
き
し
ま
し

た
。

　　　
き
っ
か
け
は
、
知
人
に
誘
わ
れ

て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
た
こ
と
で

す
。
参
加
者
の
楽
し
そ
う
で
充
実

し
た
顔
を
見
て
、
そ
れ
以
降
す
っ

か
り
こ
の
大
会
や
、
大
会
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
魅
力
に
は
ま
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
現
在
で
は
ラ
イ
フ

セ
ー
ビ
ン
グ
ク
ラ
ブ
の
一
員
と
し

て
、
選
手
の
方
々
の
お
手
伝
い
も

さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　
平
成
二
十
四
年
に
は
リ
レ
ー
で

選
手
と
し
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
今
年
も
チ
ー
ム
で
こ

の
大
会
に
エ
ン
ト
リ
ー
し
ま
し
た
。

足
を
引
っ
張
ら
な
い
よ
う
今
か
ら

練
習
に
励
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

抽
選
に
通
れ
ば
で
す
が
・
・
・
笑

　　
ひ
と
つ
は
、
大
会
の
実
施
に
対

し
て
、
地
域
が
す
ご
く
一
体
感
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
大
会
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
そ

し
て
地
域
の
協
力
な
し
で
は
成
り

立
ち
ま
せ
ん
。
人
と
人
と
の
繋
が

り
を
感
じ
ら
れ
る
素
敵
な
大
会
で

す
。
そ
ん
な
大
会
が
地
元
に
あ
る

の
は
誇
り
で
す
。

　
も
う
ひ
と
つ
は
、
地
域
の
自
然

で
す
。
日
本
海
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、

豊
か
な
大
山
の
山
合
い
を
走
る
。

し
か
も
そ
れ
ら
が
隣
接
し
て
い
る

と
い
う
の
は
、
作
り
た
く
て
も
作

る
こ
と
が
出
来
な
い
個
性
だ
と
思

い
ま
す
。
　
　

　
そ
の
上
、
温
泉
ま
で
あ
る
と
な

る
と
、
も
う
最
高
の
環
境
で
す

ね
！

　
地
域
の
盛
り
上
が
り
方
と
い
う

の
は
独
特
で
す
ね
。
競
技
の
た
め

に
何
千
人
も
の
人
が
集
ま
っ
て
、

炎
天
下
の
中
、
選
手
に
熱
い
声
援

を
１
日
中
か
け
続
け
て
お
ら
れ
ま

す
。

　
地
域
性
が
す
ご
く
あ
た
た
か
い

の
だ
と
思
い
ま
す
し
、
フ
ィ
ニ
ッ

シ
ャ
ー
ズ
ス
ト
リ
ー
ト
の
あ
た
り

は
、
涙
が
こ
ぼ
れ
る
く
ら
い
の
感

動
を
覚
え
ま
す
。
他
の
ト
ラ
イ
ア

ス
ロ
ン
で
は
無
い
こ
と
で
す
か
ら
、

こ
れ
が
観
客
か
ら
生
ま
れ
た
と
い

う
の
は
、
本
当
に
地
域
の
宝
物
だ

と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
大
会
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

で
人
を
助
け
る
と
い
う
形
で
関
わ

る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
本
当
に

あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
今
後
も

大
会
の
安
全
性
を
高
め
る
お
手
伝

い
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、

自
身
を
成
長
さ
せ
る
と
と
も
に
、

こ
の
暖
か
い
大
会
の
一
員
と
し
て

お
手
伝
い
が
で
き
た
ら
と
考
え
て

い
ま
す
。

　
あ
と
は
、
や
は
り
選
手
と
し
て

大
会
や
地
域
の
魅
力
を
味
わ
っ
て

み
た
い
で
す
ね
！
　

大
会
と
の
関
わ
り
は

ど
の
よ
う
な

き
っ
か
け
で
？

Q

大
会
や

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

魅
力
と
は
？

Q

大
会
に
つ
い
て
は

ど
ん
な
印
象
で
す
か
？

Q

今
後
の
大
会
へ
の

関
わ
り
は
？

Q

ＮＰＯ法人
皆生ライフセービングクラブ
鳥取県西部広域行政管理組合
消防局

板井　望さん
いた   い　　　のぞみ

第３５回全日本トライアスロン皆生大会
ボランティア募集！

第３５回全日本トライアスロン皆生大会
ボランティア募集！

お問合わせ　
皆生トライアスロン協会
０８５９－３４－２８１９

一緒に大会
を

盛り上げま
せんか？

板井さん　ゴールシーン

No.6367 No.6367



8平成27 年（2015） 4 月

　「
退
職
等
年
金
給
付
」
に
は
、

大
き
く
分
け
て
退
職
年
金
、
公
務

障
害
年
金
、
公
務
遺
族
年
金
及
び

一
時
金
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。
　

　
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　　（
１
）
支
給
の
条
件

　
次
の
い
ず
れ
の
要
件
も
満
た
し

て
い
る
と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
・
平
成
27
年
10
月
に
引
き
続
く

期
間
又
は
平
成
27
年
10
月
以

後
に
１
年
以
上
の
引
き
続
く

組
合
員
期
間
を
有
す
る
こ
と

　
・
65
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

　
・
退
職
し
て
い
る
こ
と

　※

60
歳
か
ら
繰
り
上
げ
る
こ
と

も
、
70
歳
ま
で
繰
り
下
げ
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

（
２
）
支
給
形
態

　
・
半
分
は
有
期
年
金
、
半
分
は

終
身
年
金

　
・
有
期
年
金
は
、
10
年
又
は
20

年
支
給
を
選
択
（
一
時
金
の

選
択
も
可
能
）

　
・
本
人
死
亡
の
場
合
、
終
身
年

金
部
分
は
終
了
。
有
期
年
金

の
残
余
部
分
は
遺
族
に
一
時

金
と
し
て
支
給

（
１
）
支
給
条
件

　
公
務
上
の
事
由
に
よ
る
病
気
や

ケ
ガ
に
よ
り
、
初
め
て
医
師
の
診

断
を
受
け
た
日
（「
初
診
日
」
と

い
い
ま
す
。）
か
ら
原
則
と
し
て

１
年
６
か
月
を
経
過
し
た
時
点
に

お
い
て
、
障
害
等
級
１
〜
３
級
に

該
当
す
る
程
度
の
障
害
に
な
っ
た

と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
初
診
日
は
平
成
27
年
10

月
１
日
以
後
の
加
入
期
間
中
に
限

り
ま
す
。

（
２
）
支
給
形
態

　
終
身
年
金
。
た
だ
し
、
在
職
中

は
全
額
停
止
。

　※

通
勤
途
中
で
起
き
た
事
故

（
通
勤
災
害
）
は
、
公
務
障

害
年
金
に
な
り
ま
せ
ん
。

（
１
）
支
給
条
件

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と

き
、
遺
族
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
組
合
員
が
、
公
務
上
の
事
由
に

よ
る
病
気
や
ケ
ガ
で
死
亡
し
た

と
き

②
組
合
員
で
あ
っ
た
者
が
、
組
合

員
で
あ
っ
た
間
に
初
診
日
が
あ

る
公
務
に
よ
る
病
気
や
ケ
ガ

で
、
初
診
日
か
ら
５
年
を
経
過

す
る
日
前
に
死
亡
し
た
と
き

③
障
害
等
級
が
１
級
又
は
２
級
に

該
当
す
る
公
務
障
害
年
金
の
受

給
権
者
が
、
そ
の
公
務
障
害
年

金
の
原
因
と
な
っ
た
病
気
や
ケ

ガ
で
死
亡
し
た
と
き
な
ど

（
２
）
支
給
形
態

　
終
身
年
金
。

　※

通
勤
途
中
で
起
き
た
事
故

（
通
勤
災
害
）
は
、
公
務
遺

族
年
金
に
な
り
ま
せ
ん
。

給
付
設
計

　
財
政
運
営
は
、
積
立
方
式
。
給

付
設
計
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
バ
ラ
ン
ス

方
式
と
な
っ
て
お
り
、
保
険
料
の

追
加
拠
出
リ
ス
ク
を
抑
制
し
た
う

退
職
年
金

1

公
務
障
害
年
金

2
公
務
遺
族
年
金

3

え
で
、
保
険
料
率
の
上
限
を
法
定

（
労
使
あ
わ
せ
て
1.5
％
）。

※

キ
ャ
ッ
シ
ュ
バ
ラ
ン
ス
方
式
と

は
、
年
金
の
給
付
水
準
を
国
債

利
回
り
や
予
想
死
亡
率
に
連
動

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
給
付
債

務
と
積
立
金
と
の
か
い
離
を
抑

制
す
る
仕
組
み
で
す
。

○
毎
月
の
報
酬
の
一
定
率
と
利
子

を
累
積
し
た
給
付
算
定
基
礎
額

を
基
礎
に
給
付
額
を
計
算

○
基
準
利
率
の
設
定
等
に
つ
い
て

保
守
的
な
設
計
を
行
い
、
追
加

拠
出
リ
ス
ク
を
抑
制

○
基
準
利
率
の
変
動
や
寿
命
の
延

び
等
を
踏
ま
え
て
年
金
額
を
改

定
　

財
政
運
営

○
少
な
く
と
も
５
年
ご
と
に
財
政

再
計
算
を
実
施
（
保
険
料
を
計

算
す
る
際
の
予
定
利
率
等
の
過

程
を
慎
重
に
設
定
、
設
立
当
初

は
早
期
に
再
計
算
を
実
施
）
し

ま
す
。

○
毎
年
の
決
算
時
に
財
政
検
証
を

行
い
、
財
政
の
健
全
性
を
確
認

し
ま
す
。

○
保
険
料
率
は
労
使
あ
わ
せ
て
1.5

％
を
上
限
（
本
人
負
担
分
（
全

体
の
半
分
）
に
0.75
％
の
上
限
を

法
定
）。

　
平
成
27
年
９
月
ま
で
の
組
合
員

期
間
に
つ
い
て
は
、
職
域
部
分
の

年
金
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
平

成
27
年
９
月
ま
で
の
組
合
員
期
間

と
10
月
以
降
の
組
合
員
期
間
が
あ

る
方
は
、
平
成
27
年
９
月
ま
で
は

職
域
部
分
の
年
金
、
平
成
27
年
10

月
以
降
は
退
職
等
年
金
給
付
と
し

て
の
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

〈
年
金
の
給
付
の
イ
メ
ー
ジ
〉

　
下
の
図
は
、
被
用
者
年
金
一
元

化
に
よ
る
年
金
給
付
の
う
ち
、
現

在
の
職
域
部
分
と
退
職
等
年
金
給

付
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
な
る
か

を
表
し
た
イ
メ
ー
ジ
図
で
す
。

　
被
用
者
年
金
一
元
化
前
、
す
な

わ
ち
平
成
27
年
９
月
30
日
ま
で
に

受
給
権
が
発
生
し
た
方
に
つ
い
て

は
、職
域
部
分
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

現
在
組
合
員
の
方
に
は
、
平
成
27

年
10
月
１
日
よ
り
も
前
の
期
間
に

つ
い
て
は
旧
職
域
部
分
が
、
後
の

期
間
に
つ
い
て
は
退
職
等
年
金
給

付
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
平
成
27
年
10
月
１
日
以
降
に
組

合
員
に
な
ら
れ
た
方
に
つ
い
て

は
、
退
職
等
年
金
給
付
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

退職年金

公務障害
年金

公務遺族年金
及び一時金

　
被
用
者
年
金
の
一
元
化
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
職
域

年
金
相
当
部
分
（
以
下
「
職
域
部
分
」
と
い
い
ま
す
。）

は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、
職
域
部
分
の

廃
止
と
同
時
に
新
た
な
公
務
員
制
度
と
し
て
の
年
金
の

給
付
の
制
度
を
設
け
る
こ
と
と
さ
れ
、
地
方
公
務
員
の

退
職
給
付
の
一
部
と
し
て
「
退
職
等
年
金
給
付
」
が
創

設
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

◯退職年金 ◯遺族一時金

有期年金（20年間）※

終身年金

※有期年金は、10年支給又は
　一時金の選択も可能

【積立方式】
モデル年金月額

約1.8万円/月（想定）

有期年金 遺族一時金

終身年金

有期年金の残余部分
を一時金として支給

1/2の
水準

本人死亡
終身年金部分の
給付は終了

◯退職年金 ◯遺族一時金

終身年金

【賦課方式】
モデル年金月額
約2万円/月

退職
年金

本人死亡

退職等年金給付のイメージ （参考）現行の職域部分

遺族年金
（退職年金の3/4）

終身支給

モデル年金月額
約1.5万円/月

No.6369

お問合せは年金課
（０８５７-２6-２３４２）

まで

（
１
）
支
給
条
件

　
公
務
上
の
事
由
に
よ
る
病
気
や

ケ
ガ
に
よ
り
、
初
め
て
医
師
の
診

断
を
受
け
た
日
（「
初
診
日
」
と

い
い
ま
す
。）
か
ら
原
則
と
し
て

１
年
６
か
月
を
経
過
し
た
時
点
に

お
い
て
、
障
害
等
級
１
〜
３
級
に

該
当
す
る
程
度
の
障
害
に
な
っ
た

と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
初
診
日
は
平
成
27
年
10

月
１
日
以
後
の
加
入
期
間
中
に
限

り
ま
す
。

（
２
）
支
給
形
態

　
終
身
年
金
。
た
だ
し
、
在
職
中

は
全
額
停
止
。

　※

通
勤
途
中
で
起
き
た
事
故

（
通
勤
災
害
）
は
、
公
務
障

害
年
金
に
な
り
ま
せ
ん
。

（
１
）
支
給
条
件

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と

き
、
遺
族
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
組
合
員
が
、
公
務
上
の
事
由
に

よ
る
病
気
や
ケ
ガ
で
死
亡
し
た

と
き

②
組
合
員
で
あ
っ
た
者
が
、
組
合

員
で
あ
っ
た
間
に
初
診
日
が
あ

る
公
務
に
よ
る
病
気
や
ケ
ガ

で
、
初
診
日
か
ら
５
年
を
経
過

す
る
日
前
に
死
亡
し
た
と
き

③
障
害
等
級
が
１
級
又
は
２
級
に

該
当
す
る
公
務
障
害
年
金
の
受

給
権
者
が
、
そ
の
公
務
障
害
年

金
の
原
因
と
な
っ
た
病
気
や
ケ

ガ
で
死
亡
し
た
と
き
な
ど

（
２
）
支
給
形
態

　
終
身
年
金
。

　※

通
勤
途
中
で
起
き
た
事
故

（
通
勤
災
害
）
は
、
公
務
遺

族
年
金
に
な
り
ま
せ
ん
。

給
付
設
計

　
財
政
運
営
は
、
積
立
方
式
。
給

付
設
計
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
バ
ラ
ン
ス

方
式
と
な
っ
て
お
り
、
保
険
料
の

追
加
拠
出
リ
ス
ク
を
抑
制
し
た
う

え
で
、
保
険
料
率
の
上
限
を
法
定

（
労
使
あ
わ
せ
て
1.5
％
）。

※

キ
ャ
ッ
シ
ュ
バ
ラ
ン
ス
方
式
と

は
、
年
金
の
給
付
水
準
を
国
債

利
回
り
や
予
想
死
亡
率
に
連
動

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
給
付
債

務
と
積
立
金
と
の
か
い
離
を
抑

制
す
る
仕
組
み
で
す
。

○
毎
月
の
報
酬
の
一
定
率
と
利
子

を
累
積
し
た
給
付
算
定
基
礎
額

を
基
礎
に
給
付
額
を
計
算

○
基
準
利
率
の
設
定
等
に
つ
い
て

保
守
的
な
設
計
を
行
い
、
追
加

拠
出
リ
ス
ク
を
抑
制

○
基
準
利
率
の
変
動
や
寿
命
の
延

び
等
を
踏
ま
え
て
年
金
額
を
改

定
　

財
政
運
営

○
少
な
く
と
も
５
年
ご
と
に
財
政

再
計
算
を
実
施
（
保
険
料
を
計

算
す
る
際
の
予
定
利
率
等
の
過

程
を
慎
重
に
設
定
、
設
立
当
初

は
早
期
に
再
計
算
を
実
施
）
し

ま
す
。

○
毎
年
の
決
算
時
に
財
政
検
証
を

行
い
、
財
政
の
健
全
性
を
確
認

し
ま
す
。

○
保
険
料
率
は
労
使
あ
わ
せ
て
1.5

％
を
上
限
（
本
人
負
担
分
（
全

体
の
半
分
）
に
0.75
％
の
上
限
を

法
定
）。

　
平
成
27
年
９
月
ま
で
の
組
合
員

期
間
に
つ
い
て
は
、
職
域
部
分
の

年
金
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
平

成
27
年
９
月
ま
で
の
組
合
員
期
間

と
10
月
以
降
の
組
合
員
期
間
が
あ

る
方
は
、
平
成
27
年
９
月
ま
で
は

職
域
部
分
の
年
金
、
平
成
27
年
10

月
以
降
は
退
職
等
年
金
給
付
と
し

て
の
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

〈
年
金
の
給
付
の
イ
メ
ー
ジ
〉

　
下
の
図
は
、
被
用
者
年
金
一
元

化
に
よ
る
年
金
給
付
の
う
ち
、
現

在
の
職
域
部
分
と
退
職
等
年
金
給

付
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
な
る
か

を
表
し
た
イ
メ
ー
ジ
図
で
す
。

　
被
用
者
年
金
一
元
化
前
、
す
な

わ
ち
平
成
27
年
９
月
30
日
ま
で
に

受
給
権
が
発
生
し
た
方
に
つ
い
て

は
、職
域
部
分
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

現
在
組
合
員
の
方
に
は
、
平
成
27

年
10
月
１
日
よ
り
も
前
の
期
間
に

つ
い
て
は
旧
職
域
部
分
が
、
後
の

期
間
に
つ
い
て
は
退
職
等
年
金
給

付
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
平
成
27
年
10
月
１
日
以
降
に
組

合
員
に
な
ら
れ
た
方
に
つ
い
て

は
、
退
職
等
年
金
給
付
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

新たな地共済年金情報Ｗｅｂサイトは、平成２７年１０月を目途にリニューアルします。
　共済広報1月号（７P）において、地共済年金情報Ｗｅｂサイトは平成２７年３
月３１日をもって一旦終了し、新たな地共済年金情報Ｗｅｂサイトを平成２７年４
月以降に開設する予定である旨お知らせしたところです。
　現在、リニューアル後の新たな地共済年金情報Ｗｅｂサイトは、被用者年金制
度の一元化を踏まえた内容で開発していることから、被用者年金が一元化され
る平成２７年１０月を目途に構築する予定ですのでお知らせします。
　具体的な開設時期、機能等につきましては、詳細が決まり次第ご案内します。

現
在
の
職
域
部
分

（
3
階
部
分
）の

年
金
支
給
に
つ
い
て

【積立時】 【給付時】

毎月の付与額（報酬の一定率）

基準利率で付利
（国債利回り等に連動）

給
付
算
定
基
礎
額

有期年金

終身年金

給付算定基礎額÷現価率（毎年改定）
で年金化
有期年金は一時金の選択も可

平成27年9月30日
までに受給権が発生
した方

基礎年金

職域部分

共済年金

平成27年10月1日
以降に組合員になっ
た方

基礎年金

退職等年金給付

厚生年金

平成27年10月1日
に組合員である方

基礎年金

職域部分

退職等年金給付

厚生年金

●相談窓口
全国市町村職員共済組合連合会
　　　　　　年金部年金企画課
専用回線：03-5210-4607
（9時～17時（土・日・祝日を除く））
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●

　共
済
組
合
か
ら
の
お
知
ら
せ

No.63611

共済組合からの
 お知らせ

各課へのお問い合わせは
P１5をご覧ください。

■被扶養者の取消手続きを
　忘れていませんか？

■メンタルヘルス対策研修会のご案内

　被扶養者に認定されている方が、次の①～③のいずれかに該当する場合
などは、認定要件から外れますので、認定取消しの手続きを速やかに行って
ください。
　例年、手続きの遅れにより、何ヶ月も遡って取り消す事例が大変多く発生
しています。
　遡った期間中に医療機関で受診されていた場合は、共済組合が支払った
医療費を返還していただいております。
　被扶養者の収入状況の把握や、早めの手続きをお願いします。

～正しい知識で心の健康の保持増進を～

　各所属所における管理者・産業保健スタッフの果た
すべき役割やメンタルヘルス対策、体制整備等の進
め方、職場復帰の考え方等について、その必要性を認
識し具体的な取り組み方法等について研修します。

　社会環境の変化、人間関係の複雑化等様々な変
化が働く個人に大きなストレスを与えていることか
ら、ストレスへの気付きと、具体的対処法（自分自身
で行う取り組み）等について研修します。

　管理監督をする立場にある職員が、よりよ
い職場環境の形成のため、心の健康不調者へ
の気付きや、その症状に気付いた時の具体的
対処方法（管理監督者が行う取り組み）等につ
いて研修します。

管理者・所属所内産業
保健スタッフ研修会

他の健康保険制度に加入した場合①
●就職した。
●被扶養者（子）が結婚した。

管理監督者等研修会

一般職員研修会

■対 象 者／人事労務担当者・衛生管理者（労働安全
　　　　　　衛生委員等）・産業保健スタッフ（保健師
　　　　　　等）・組織内福利厚生担当課等の管理者
■開催日時／５月１５日（金）１４時開会
■場　　所／渓泉閣（三朝町）

■対 象 者／管理監督する立場にある
　　　　　　職員及び部下のある職員
■開催日時／５月29日（金）１４時開会
■場　　所／渓泉閣（三朝町）

■開催日時／7月16日（木）１４時30分開会
■場　　所／ホープスターとっとり（鳥取市）

■対 象 者／一般職員

■開催日時／7月23日（木）１４時30分開会
■場　　所／弓ケ浜荘（米子市）

福祉課

保険課

組合員との生計維持関係がなくなった場合②
●被扶養者と別居した。
●仕送りを止めた。

他の健康保険制度に加入していないが、給料や事業所得、失業給付等のすべての収入合
計が認定基準額（年額130万円・月額108,334円）を超える場合

③

●確定申告の結果、収入から必要経費（※所得税法上の必要経費とは異なります。）を除いた額
が130万円を越えていた。
●障害年金受給者または６０歳以上の年金受給者で、年金の受給開始や額の改定などにより、
年間収入が180万円（月額150,000円）以上となった。
●パートやアルバイトの契約更新などにより、収入月額が108,334円を越えるようになった。
　（毎月の給料月額が不規則な場合は、３か月の平均が108,334円以上）
●日額3,612円以上の雇用保険法による失業給付の受給を開始した。
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■コツコツ貯めて、しっかり幸せ

共済組合は、みなさんの資金運用のお手伝いをしております。
この機会に、安全・有利・確実な共済貯金への加入（預け入れ）を
ご検討ください。

貯蓄のコツは、“収入―貯蓄＝支出”天引貯蓄が有効です！

～“共済貯金”をはじめませんか？ ～

　地方公務員等共済組合法
に基づく事業で、みなさん
からお預かりした資金を共
済組合名義で一括運用し、
スケールメリットを生かした
運用益を還元しています。

安 全
法令により定められた金融商品等
で、安全性を重視し、効率的に運用
しています。共済貯金の運用の詳
細は、Ｐ13をご参照ください。

有 利
この超低金利時代に、共済貯金の
利率は年０．８％（税引前）の半年複
利です。

確 実
毎月千円からの積み立てが可能
で、給料やボーナスからの天引き
で確実に積み立てができます。

便 利
定期預金、財形貯蓄とは異なり、毎
月２回（１５日と月末）必要な額を
払い戻すことが可能です。

共済貯金とは？

加入資格 組合員であればいつでも加入できます。

お問い合わせ・お申込みは、共済組合福祉課または、各所属共済事務担当課までお願いします。

加入方法 各所属所の共済事務担当課を通じて、
貯金加入申込書を提出してください。

利　　率 年利0.8％（半年複利）
一部払戻 1,000円単位

毎月15日と月末
解　　約 毎月末日積立方法 【積立貯金】1,000円以上1,000円単位

　　　定例積立・・・給料から天引き
　　　賞与積立・・・賞与から天引き
　　　臨時積立・・・希望する時にいつでも

積立貯金額
（税引後）

給与から天引き　年利0.8％（半年複利）

＜試算例（概算）＞

※端数調整等の関係で実際の額とは若干異なりますが、資金運用の目安としてご参考にしてください。
※貯金利率は変更する場合があります。

利息額
（税引後）

お預入金額

臨時積立　年利0.8％（半年複利）

約 6,300円
約 19,000円
約 32,000円

100万円
約 19,000円
約 57,000円
約 96,000円

300万円
約 31,000円
約 96,000円

約 161,000円

500万円
臨時積立を行った場合（当初１回のみ預入）

1年間累計利息
3年間累計利息
5年間累計利息

お預入金額 毎月の給料から 30,000円／ボーナスから 50,000円
 1年後残高 約 461,000円 （積立額：460,000円）
 3年後残高 約 １,３９２,０００円 （積立額：1,380,000円）
 5年後残高 約 2,336,000円 （積立額：2,300,000円）

＊貯金加入申込書（初めて貯金加入される方）は、共済事務担当課までお申し出ください。
＊貯金申込書・貯金額変更届（既加入者）は、共済組合のホームページからも出力できます。
　（ホームページアドレス：http://www.tori-ctvkyousai.or.jp/）
＊貯金経理の運用状況は、奇数月の共済広報へ掲載しています。

福祉課
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■貯金の新規加入キャンペーン

●共済組合積立貯金とペイオフ

　この４月から組合員になられたあなた、まだ共済貯金に加
入されていないあなたに朗報です！
　新規に共済貯金へ加入していただき、右記の条件を満たし
ていただけば、１，０００円相当のＱＵＯカードを進呈します。

■共済組合積立貯金の
　運用について
　共済組合の積立貯金は、組合員皆さんの生活設計
にお役立ていただくため、お預かりした資金を共済組
合名義で運用し、その運用益を還元する事業です。

　ペイオフとは、金融機関が破綻した場合、預金保険
機構が預金者に対して預金額の一定額（１千万円とそ
の利息までが限度）を保護する制度です。したがって、
共済貯金の場合は、共済組合が預金者となりますので、
共済組合と金融機関との間にはペイオフが適用され
ますが、共済貯金を利用されている組合員と共済組合
との間にはペイオフは適用されません。そのリスクを
最小限に抑えるため、預入先金融機関の格付、自己資
本比率等に注意しながら運用しています。

　組合員皆さんからお預かりした資金は、法令により
定められた金融商品等で「安全性」を重視し、銀行預
金および有価証券等により効率的に運用しています。
なお、株式は一切保有していません。

①銀行預金
　退職による解約、貯金の一部払い戻しに対応するため
の短期的資金として、「定期預金」等で運用しています。

②有価証券
　市中金融機関より有利な利率で還元するための長期
的資金として、「国債」、「地方債」、公共性の高い企業
（政府機関等）が発行する債券や格付けの高い（Ａ格以
上）「社債」等の有価証券で運用しています。

●共済貯金の運用

新規に共済貯金へ加入し、定例積立（毎月給料から天引き）を
５，０００円以上、引き続き１年以上継続された方へ
１，０００円相当のＱＵＯカードを進呈します。

これを機にあなたも
　　　貯蓄のスペシャリストに ！！

●対 象 者／４～６月に新規加入された方
●商品発送／継続して定例積立が１年到達後、順次発送します

③長期貸付金
宿泊経理へ貸し付けを行います。（平成27年7月予定）

　また、不測の事態に備えるため、法令の定めるところ
により、貯金総額の５％を「欠損金補てん積立金」とし
て積み立てております。万が一の場合においては、こ
の「欠損金補てん積立金」を取り崩して補てんします。

　共済広報の奇数月号に、資産の運用状況を掲載して
いますのでご参照ください。

　資産運用は、最終的には組合員皆さん個人の判断、
自己責任において選択していただかなくてはなりませ
ん。
　共済組合では、最も確実な運用先として、また、組合
員皆さんに安心してご利用いただける貯金事業であり
続けるために、予測されるリスクを回避できるよう常に
細心の注意を払い、慎重な運用に努めてまいります。
　制度をご理解いただき引き続き、安全・有利な共済
貯金をご利用くださいますようお願いします。

●資産の運用状況

●選択は各個人の判断

総務課

福祉課

皆さんからお預かりした資金

安全性の高い有価証券を厳選し
国債・地方債・社債等を購入

皆さんからお預かりした
資金＋利益の還元

安全で効率的な運用

年利
0.8％

今が
チャンスです！

ＱＵＯカー
ド

ＱＵＯカー
ド

プレゼント
！

プレゼント
！

１，０００円
相当
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　東京都市町村職員共済組合保養施設の「ザ・クレストホテル立川
」は、平成２７年３月３１日をもって営業を終了し、施設改修後は「ホ
テル日航立川　東京」としてリブランドオープンしますのでお知ら
せします。
　開業日および予約開始日等は改めてお知らせします。

■育児休業手当金の期間延長事由が拡充されました

■利用券の活用を！ 

施行日　平成２７年４月１日

利用券（５回券）はお手元に届きましたか？
ご家族、職場の同僚と有効にお使いください。

●利用券を使用される際は、本人確認の為、組合員証を提示してください。
●被扶養者、被扶養者でない家族の申告は正確にお願いします。
●宿泊旅費が支給される公務出張の場合は使用できません。
●利用券を他人へ譲渡することは出来ません。

利用券の適正使用にご協力ください

●保育所若しくは認定子ども園における保育又は家庭的保育
事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該
子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われな

い場合

●常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、

当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養

育を行う予定であったものが、次のいずれかに該当した場合

　イ　死亡したとき。

　ロ　負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児休業

に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

　ハ　婚姻の解消その他の事情により、配偶者が育児休業に係る子

と同居しないこととなったとき。

　ニ　６週間(多胎妊娠にあっては、１４週間)以内に出産する予定で

あるか、又は産後8週間を経過しないとき。

■平成２6年度配当金
「ライフサポートプラン」　　　配当率　29．22%
「ライフサポートプランⅡ型　　配当率　16．17%
「医療保障保険」　　　　　　 配当率　32．05％

「団体所得補償保険」　　無事故返戻金　２０．００％
無事故返戻金は、５月上旬に送金手続きをいたします。
なお、中途脱退された場合は返戻金はありません。

配当金

無事故
返戻金に
ついて

鳥取市町村厚生

１歳６ヶ月に達するまでの期間について育児休業手当金が
支給される事由

※使用に関する注意事項は利用券に記載しておりますが、続柄・利用者氏名・
　生年月日欄の記入には誤りのないよう特にご注意ください。

　短期給付の制度改正が行わ

れ、育児休業をする組合員につ

いて、その子が１歳に達した日

後１歳６ヶ月に達するまでの期

間について育児休業手当金が

支給される事由が、右記　　線

部分のとおり拡充されました。

配当金は、共済組合の給
付金送金口座へ送金手続
きいたしましたので、ご確
認をお願いいたします。
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　東京都市町村職員共済組合保養施設の「ザ・クレストホテル立川」は、平成２７
年３月３１日をもって営業を終了し、施設改修後は「ホテル日航立川 東京」として
リブランドオープンしますのでお知らせします。
　開業日および予約開始日等は改めてお知らせします。

■人事異動

■ザ・クレストホテル立川改修のため休業

　新入組合員のみなさん、はじめまして！“共済広報とっとり”です！
　この広報紙は、みなさんが新しい生活をしていく中で、そのお手伝いをさせていただく、共済組合の制
度解説・お知らせなどの情報を発信していくものです。
　これから永いお付き合いとなりますが、よろしくお願いします。  Ⓢ

鳥取県市町村職員共済組合（各課直通）
　◆総務課（０８５７）２６-２３４１　◆保険課（０８５７）２６-２３４３　◆福祉課（０８５７）２６-２４２１
　◆年金課（０８５７）２６-２３４２　
http://www.tori-ctvkyousai.or.jp/
鳥取市町村厚生（０８５７）２9-3324

お問い合わせ先

3施設とも
平成27年6月8日（月）午後

きょうさい
DATA

給付金等の支払日は次のとおりです。皆さんの指定口座に振込いたしますので、通帳の確認を！

組合員数等の状況（H．27．3月現在）
組織団体　３１

組合員数 ７,059人
 〔男４,099人  女２,960人〕
任継組合員数 １74人
被扶養者数 7,582人

市　 ４　　町村   １５
一部事務組合等   １２

宿泊保養施設  今後の休業予定日

●現金給付 （出産費等）
　　　　　　※休業給付は5月29日（金）の支払となります。
 5月 15日 （金） …… 5月 1日 までの受付分
 5月 28日 （木） …… 5月 15日 までの受付分
●附加給付 （一部負担金払戻金等）
 4月 28日 （火） …… 3月 請求分（平成27年1月診療）
●貯金一部払戻 
 5月 15日 （金） …… 5月 1日 までの受付分
 5月 29日 （金） …… 5月 15日 までの受付分
●貯金解約 
 5月 29日 （金） …… 5月 15日 までの受付分
●貸付金
 5月 15日 （金） …… 4月 末日までに受付けた住宅貸付以外の貸付金
 5月 29日 （金） …… 4月 末日までに受付けた住宅貸付金
     5月 15日までに受付けた住宅貸付以外の貸付金
　　※出産、高額医療貸付は随時貸し付けしています。

●渓  泉  閣

●弓 ケ 浜 荘

●ホープスターとっとり

【共済組合】
氏   　名 新 旧

林　　賢志

保険課主事 年金課主事
（併任）全国連合会へ派遣玉木祐太郎

総務課経理係長兼出納主任 経理課経理係長

富士原洋子 退職（平成２７年３月３１日） 経理課長兼出納主任

【互助会】
氏   　名 新 旧

井殿　恵子

退職（平成２７年３月３１日） 保険課主幹三鴨　洋美

総務課経理係主幹 経理課経理係主幹

河原さとみ 退職（平成２７年３月３１日） 福祉課主幹

本年４月１日付で次のとおり人事異動を行いましたので、お知らせします。

福祉課

　ペイオフとは、金融機関が破綻した場合、預金保険
機構が預金者に対して預金額の一定額（１千万円とそ
の利息までが限度）を保護する制度です。したがって、
共済貯金の場合は、共済組合が預金者となりますので、
共済組合と金融機関との間にはペイオフが適用され
ますが、共済貯金を利用されている組合員と共済組合
との間にはペイオフは適用されません。そのリスクを
最小限に抑えるため、預入先金融機関の格付、自己資
本比率等に注意しながら運用しています。

　組合員皆さんからお預かりした資金は、法令により
定められた金融商品等で「安全性」を重視し、銀行預
金および有価証券等により効率的に運用しています。
なお、株式は一切保有していません。

①銀行預金
　退職による解約、貯金の一部払い戻しに対応するため
の短期的資金として、「定期預金」等で運用しています。

②有価証券
　市中金融機関より有利な利率で還元するための長期
的資金として、「国債」、「地方債」、公共性の高い企業

（政府機関等）が発行する債券や格付けの高い（Ａ格以
上）「社債」等の有価証券で運用しています。

③長期貸付金
宿泊経理へ貸し付けを行います。（平成27年7月予定）

　また、不測の事態に備えるため、法令の定めるところ
により、貯金総額の５％を「欠損金補てん積立金」とし
て積み立てております。万が一の場合においては、こ
の「欠損金補てん積立金」を取り崩して補てんします。

　共済広報の奇数月号に、資産の運用状況を掲載して
いますのでご参照ください。

　資産運用は、最終的には組合員皆さん個人の判断、
自己責任において選択していただかなくてはなりませ
ん。
　共済組合では、最も確実な運用先として、また、組合
員皆さんに安心してご利用いただける貯金事業であり
続けるために、予測されるリスクを回避できるよう常に
細心の注意を払い、慎重な運用に努めてまいります。
　制度をご理解いただき引き続き、安全・有利な共済
貯金をご利用くださいますようお願いします。
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